
富南東消総号外 

令和６年５月 17 日 

 

入札参加者 様 

富士山南東消防本部総務課長 

 

質 疑 回 答 書 

 

１ 入 札 番 号   賃貸借-001  

２ 事 業 名   自動体外式除細動器賃貸借 

３ 質疑及び回答   下表のとおり 

 

項目番号 質疑事項 回答 

仕様書 1 

 

「日本光電工業製 ＡＥＤ３１００」

とありますが、遠隔監視システムは不要

の認識でよろしいでしょうか。 

遠隔監視システムが必要な場合は日本

光電工業株式会社が提供するＡＥＤリモ

ート監視システムを利用して１日１回の

ＡＥＤ自己診断結果の情報を弊社で受信

し、消耗品の交換時期等を確認、異常が

ある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社

コールセンターから電話連絡によりご報

告させていただき、ＡＥＤの異常内容を

お客様にご確認いただく運用が必須であ

るとの認識でよろしいでしょうか。 

また、上記対応に加え、ＡＥＤ稼働状

態（ＡＥＤ本体の故障、パッドの使用期

限、バッテリーの残量）のレポート提出

は必要でしょうか。必要な場合、レポー

ト提出のタイミングを「毎月」「隔月」

「年１回」からお教え頂けますでしょう

か。なおレポートの提出は遠隔監視シス

テムをご利用の場合に限定したサービス

でメールにて提出します。 

また、設置場所の電波状況が悪い場合

遠隔監視システムは不要で

す。 



は、通信状況の改善する場所を検討し、

それでも改善が難しい場合は、別途協議

するとの認識でよろしいでしょうか。 

仕様書１ 弊社取り扱いの AED３１００には基本セッ

トとしてバッテリパック１個、使い捨てパッド２

組が含まれております。 

この基本セットとは別に、仕様書記載の

バッテリパック及び使い捨てパッドをそれぞ

れ用意する必要がありますでしょうか。 

必要ありません。 

仕様書４ 

 

仕様書にＡＥＤ3100 数量９となって

いますが、設置場所が７施設になってお

ります。消防署（分署・分遣所）によっ

ては２台設置ということで宜しいでしょ

うか。 

裾野消防署と長泉消防署は各

２台設置とし、その他は各１台

設置となります。 

仕様書５

（３） 

「ガイドラインの変更」とあります

が、製造メーカーより、添付文書のとお

り指導を受けております。 

削除いただくことは可能でしょうか。

削除いただけない場合、協議の上対応と

させていただけますでしょうか。 

「ガイドラインの変更があっ

た場合の対応は賃貸人が行い、

その費用は賃貸人の負担とす

る。」は削除します。 

仕様書５

（５）（６） 

消耗品の交換については下記の運用を

ご了承いただけますでしょうか。 

①消耗品の定期交換は、交換期限を迎え

る前に新しい消耗品と交換受領書を弊社

負担で設置先に送付、消耗品は設置先の

ご担当者に交換していただき、同梱の返

送伝票で古い消耗品を返送いただく運

用。 

②ＡＥＤ使用時には弊社コールセンター

（２４時間）へご連絡いただき、復旧に

必要な新しい消耗品と交換要領書を弊社

負担で設置先に送付、消耗品は設置先の

ご担当者に交換していただき、同梱の返

送伝票で古い消耗品を返送いただく運

用。 

消耗品（バッテリパック、使

い捨てパッド）の購入、交換、

補充は賃借人が実施します。 



 動産総合保険について、地震や地震に

起因する津波、紛争、過失の事故等を対

象外とし、経過期間に応じ保険額が逓減

していく通常の動産総合保険の付保で宜

しいでしょうか。 

 お見込みのとおりです。 

 本件に保守契約は含まないという認識

で宜しいでしょうか。 

また保守契約は富士山南東消防組合様

と納入業者様で別途契約されるご予定で

しょうか。 

 本件に保守契約は含みませ

ん。また、保守契約を別途締結

する予定はありません。 

 リース会社に起因しない事由（コロナ

ウイルスによるサプライチェーンへの影

響等）により納品が遅れた場合、即時指

名停止等の処分ではなく、賃貸借期間の

変更等、別途協議いただけますでしょう

か。 

 別途協議することとします。 

 本件は債務負担行為または長期継続契

約のどちらに該当しますでしょうか。 

また長期継続契約の場合、過去におい

て中途解約された事例はありますか。 

 本件は債務負担行為となりま

す。 

 

〒411－0837 

静岡県三島市南田町４番 40 号 

富士山南東消防組合 警防救急課 

                                                      救急 担当：向井 
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